
安心のサービス
いちい夢カード規約

毎月15日はご請求時に5％off

いちいメンバーズカード

※1　カードショッピング、カードキャッシング年間ご利用合計3万円（税込）以上で
　　  年会費が無料になります。

なお、同封の「カード送付明細」には、年会費が無料となる会員様についても、
一律有料表記となっておりますので、ご了承ください。

 ・年会費が無料となるご利用集計期間は、年会費請求月から翌年の
  年会費請求前月までです。
 ・ご利用加盟店からの売上票が集計期間後にカード会社に到着した場合は、
  ご利用日が集計期間内であっても対象外となります。

■入会初年度：無料
■次年度以降（※1）：本人会員　1,100円（税込）
　　　　　　　　　 家族会員　    330円（税込）



いちいメンバーズ
カード

現金

計3,000円分

2,000ポイント

2,000ポイント

1,100ポイント

1,100ポイント

いちいお買物券
2,000円分
いちい商品券
1,000円分1ポイント

1ポイント

1ポイント
わくわくポイント夢カードポイント

ポイント獲得
例えば年間200,000円（税抜）のご利用で こんなに

おトク！
お支払い方法ご利用場所カード種類

■カードご利用場所とポイント獲得内容

1ポイント

貯まったポイントを『いちいお買物券』や『いちい商品券』等と交換

夢カードポイントは、スーパーマーケットいちい・ペッツマム・リカーズ酒蔵全店でいちいメンバーズカードお持ちのお客様にお買物額100円（税抜）ごとに
夢カードポイントを1ポイント差上げるサービスです。
※500ポイントたまるとレジにてその場で『いちいお買物券』をプレゼント。　※酒・たばこ・有価証券類等一部対象外の商品もございます。　※ポイント有効期間：最終お買い上げ日から2年間

※年会費、キャッシング、ローン、利息、手数料及びEdyチャージのご利用にはポイントは付きません。
※『いちい商品券』への交換は交換手数料が不要です。

※1　消費税率10%として、ご利用金額220,000円でポイント換算しています。　※1回ごとのご利用金額によっては、表中のポイント合計と異なる場合もございます。
※2　次年度以降年会費無料条件の詳細は、表紙をご確認ください。

500ポイントで500円分の『いちいお買物券』プレゼント

カードショッピング月間ご利用金額200円（税込）ごとに1ポイントプレゼント！

いちいメンバーズカードご利用なら
『夢カードポイント』『わくわくポイント』が　　　貯まる

いちいお買物券

2,000円分

いちい商品券

1,000円分

夢カードポイント

※カード代金ご請求時に5％割引となります。　
※一部対象外商品もございます。
※キャッシングのご利用は対象外です。
※ご優待デー等におけるご精算時・ご請求時の値引額は、
 円未満を切り捨てとする場合もございます。　

スーパーマーケットいちい・ペッツマム全店で
いちいメンバーズカードでのお支払いなら
5％割引になります。

200円（税込）ごとに1ポイント

わくわくポイント

わくわくポイント

割引
ご請求時

いちいメンバーズカードは日本中、世界中 加盟店で  　  　　 　 の
ご利用いただけるカードです。

貯まったポイントは『いちい商品券』や各種アイテムと交換できます！ポイントの有効期間は2年間です。

年会費
初年度無料
次年度以降年会費
❶カードショッピング・
　カードキャッシング
　年間ご利用合計
　3万円（税込）以上で無料※2
❷上記に満たない場合は、
　本人会員様：1,100円（税込）
　家族会員様：330円（税込）

いちいメンバーズ
カード

スーパーマーケットいちい・
ペッツマム・

リカーズ酒蔵全店の場合

スーパーマーケットいちい・
ペッツマム・

リカーズ酒蔵全店以外の
　　　　　　　マーク
の加盟店の場合

毎月15日は

夢カードポイント
100円（税抜）ごとに1ポイント

に15日はご請求時 5％割引

※1

※1

Web明細サービスは、紙のご利用代金明
細書に代わり、セディナビご利用代金明細
照会メニューでご利用明細をご確認いただ
くサービスです。

※紙のご利用代金明細書は郵送されなくなります。
※「Web明細サービス」の名称は、お持ちのカードによって異なります。

Web明細サービス
Webでご利用代金明細が確認できる！

Web明細サービスにご登録いただくと、毎月のご利用明
細はWebでのご確認となり、発行手数料（99円（税込））が
かかりません。

わくわくポイント交換アイテム

※写真は賞品例です。
　実際の賞品と異なる場合が
　ございます。
※グッズへの交換は
「セディナビ」にて承ります。

●グッズ

●商品券

●いちい商品券

・nanacoカード
・VJAギフトカード

・図書カードNEXT
・ジェフグルメカード　　　　　　など

●ポイント／マイル
・nanacoポイント
・ドトールポイント

・JALのマイル
・dポイント　　　　　　　　　　　　　　　など

●キャッシュバックサービス
ポイントを金額換算し、カードご利用代金お支払い口座に
キャッシュバックいたします。
※キャッシュバックサービスへの交換は「セディナビ」からのみとなります。

●寄付
・（公財）日本ユニセフ協会　・日本赤十字社　　　　など

※商品券への交換は、交換ごとに別途交換手数料500ポイントを頂戴します。　
※nanacoカードは5,000ポイントでの交換となります。
※ポイント交換時に会員資格をお持ちでない方は、賞品等への交換には応じかねます。
　なお、退会後カードご利用代金明細書にポイント残高が記載される場合がございますが、交換はできません。
※交換賞品・サービスは予告なく変更する場合がございます。

※いちい商品券の交換は交換手数料が不要です。



※カード裏面にサイン（ご署名）がない場合など、適用外となる場合がございますのでご注意ください。
※当社が定めるカード会員規約に基づき一部適用されないケースがございます。

カードの紛失・盗難にあっても補償は万全です。すぐにアンサーセンター（24
時間・年中無休）と警察署へお届けください。お届けの日から60日前までさかの
ぼって損害を補償します。

※1事故につき3,000円の自己負担となります。
※自転車・メガネ・美術品など補償対象とならない商品もございます。

クレジットカードを利用して購入した物品〈1品1万円（税込）～
50万円（税込）〉なら、破損・盗難・火災等による損害を
国内外を問わず購入日から180日間、1商品につき
クレジットカードで購入された金額を限度に補償。

安心のサービス

特定の旅行代金（宿泊を伴う募集型企画旅行、航空券、乗車券、宿泊等
の代金）をクレジットカードでお支払いいただくことにより、国内旅行
傷害保険が付帯されます。

ネットセキュリティサービス

※当社にて第三者による不正利用が認められた場合にサービスの適用となります。
※ID・パスワードおよびクレジットカードの管理が十分に行われていたことが条件となります。
※当社が定めるカード会員規約に基づき一部適用されないケースがございます。

インターネットショッピングによる「なりすまし」利用など、心当たりのない損
害を補償します。すぐにアンサ－センター（24時間・年中無休）へお届けく
ださい。お届けの日から60日前までさかのぼって損害を補償します。

※日本出国から3ヵ月後まで有効。

（最高）

「いちい夢カード」会員規約 

第1条（会員資格）
会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社いちい（以下、「当社」といいます）指定の入会申込書等で当社が発行する「いちい夢カード」（以下、「夢カード」といい
ます）の入会を申し込み、当社が入会を認めたお客様（以下、「会員」といいます）をいいます。
第2条（入会、夢カードの発行） 
（1）所定の入会申込書に、本人が必要事項をすべて記入し申し込みを行うものとします。必要事項の記入がない場合は、入会をお断りする場合があります。な
お、お申し込みの際、本人を確認する証明書等の提示をお願いすることがあります。 
（2）会員には、会員証を発行（当社から貸与）し、夢カード発行と同時に、会員資格を得るものとします。 
（3）会員は、会員の責任で夢カードを管理するものとします。
（4）夢カードは、会員本人のみがご利用いただけるものとし、他人に譲渡、貸与することはできません。
第3条（ポイントの付与）
（1）「夢カード」加盟店（以下、「加盟店」といいます）で会員が夢カードを提示の上、商品の購入、サービスの提供を受けた場合、その会員に対してお支払い金額
100円（税抜）毎に、１ポイント付与します。ただし、お支払方法は、現金・いちいメンバーズカード（SMBCファイナンスサービス株式会社が発行するクレジット
カード）その他当社が指定する支払い方法のいずれか、またはその組み合わせによる支払いとさせていただきます。いちいメンバーズカード以外のクレジットカー
ドのお支払いが含まれる場合は、ポイントが付与されません。 
（2）各加盟店によりポイントの付与の付与率や対象商品・サービスなどが異なる場合がございますので、各加盟店にご確認ください。なお、加盟店に変更・増減
があった場合は、店頭および当社のホームページで告知します。
（3）ポイントの付与は、レジでの精算毎に行います。 
（4）次の場合は、ポイントが付与されませんのであらかじめご了承願います。 
①お支払い金額がポイント付与基準額に満たない場合 
②お支払い時に夢カードの提示がなかった場合
③当社がポイント付与対象外と定める売場・商品・サービス、または販売方法、もしくは支払方法の場合 

第4条（ポイントの積み立て） 
（1）ポイント数の確認は、カード発行店舗のレシートにて確認できます。
（2）ポイントの積立は、各加盟店で共通です。カード単位に、各加盟店でお買上いただいたポイントをまとめて積立てることができます。
第5条（ポイントの交換）
（1）積立ポイント５００ポイント毎に、自動的にレジにて５００円相当のお買物券に交換いただけます。
（2）積立ポイントの現金との引換えはできません。また、割引券をご使用の場合、５００円未満のお買物に関しては、釣り銭のお渡しはできませんので、５００円以
上のお買物時にご使用ください。

第6条（ポイントの有効期間） 
積立ポイントの有効期間は、最終お買上日から２年間といたします。２年間の間にポイント対象商品を一度でもお買上げされた場合は、積立ポイントは継続して
積立・ご使用いただけます。
第7条（返品・払い戻し時の処理） 
会員の都合その他の理由でお買上商品の返品、又はお申込み済のサービス等を払い戻しされる場合は、夢カード及び当該商品等のレシートを提示するものと
します。この際に、すでに付与したポイントから返品・払い戻し金額に相当するポイントを差し引かせていただきます。 
第8条（夢カードの再発行）
夢カードの紛失・盗難・破損の場合、会員のお申し出により夢カードを再発行いたします。ただし、夢カードを再発行した場合は、以前に発行された夢カードは無効
となります。
第9条（免責事項）
夢カードの紛失・盗難・破損、その他の事由により第三者に積立ポイントの使用をなされた場合でも、当社及び加盟店は一切の責を負いません。
第10条（会員資格の喪失）
会員が次の各号の一つにでも該当した時は、会員資格を喪失するものとします。その際の、もしくは会員資格を喪失したときは、積立ポイントはすべて消滅するも
のとします。
①この規約に違反したとき
②会員が当社及び加盟店での特典、サービス等を利用するにあたり不正な行為があったとき

第11条（退会）
会員は、当社に夢カードを返還することで、いつでも退会することができます。
第12条（会員情報の登録・変更） 
（1）会員は、入会時に申込書に記入した会員の氏名、住所、生年月日、電話番号、性別その他事項当社又は委託先で登録・管理することに同意します。
（2）会員は、入会時に記入した会員の氏名、住所、生年月日、電話番号、性別その他事項に変更が生じた場合は、速やかに夢カード裏面の問合せ先に届け出ること
とします。なお、会員登録情報の変更の届出がない場合は、第13条第1項の①号～③号のご案内をお届できない場合や会員資格を喪失する場合がございます。
第13条（会員情報の利用）
（1）会員は、当社が、会員の氏名、住所、生年月日、電話番号、性別その他入会時及び入会後に届出た事項、ならびに夢カードのご利用状況等夢カード利用に
関する情報（以下、「会員情報」といいます）を、当社の規定に基づき厳重に管理した上で、次の目的のため利用することに同意します。
①会員のポイント管理・払い出し等ポイントプログラム運営
②催し物の案内・ダイレクトメール・広告宣伝物の送付及び電話・メール等による会員に有益・必要と思われる情報の提供・案内
③お問い合わせに対する回答
④当社および各加盟店の事業に関する市場調査、商品開発 なお、会員が上記催し物等の案内を希望されない場合は、もしくは中止のお申し出を夢カード裏
面の問合せ先にされた場合は、当社及び加盟店は、夢カードの運営上支障のない範囲で、これらを中止するものとします。

（2）会員が第11条に基づく退会もしくは第10条に基づき会員資格を喪失した場合でも、当社および加盟店は会員の情報を保有し、前項に係る会員情報の利用
目的の範囲内で会員情報を利用することがあることを、会員はあらかじめ同意します。
第14条（会員情報の開示、訂正、削除等）
（1）会員は、当社に対し、自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。ただし、開示の請求にあたっては、手数料を徴収させていただく場合がご
ざいます。
（2）開示を請求される場合は、当社指定の申請書に基づき各加盟店のポイントカード受付窓口までご連絡いただきます。なお、その場合、会員ご本人であること
を確認させていただいたのち、合理的な範囲で速やかに対応させていただきます。また、開示請求の内容によっては、各加盟店ではお応えできかねる場合もござ
います。その場合は、お答えに日数をいただく場合もございますので、予めご了承願います。
（3）万一、登録内容が不正確もしくは誤りがあると判明した場合には、当社は速やかに登録情報の訂正・追加又は削除に応じます。
（4）会員本人の確認とは、以下の方法による確認とさせていただきます。開示等の請求をされる会員の氏名及び住所が記載されている下記の書類の提示をお
願いします。
①本人の場合・・・・・運転免許証、旅券（パスポート）、健康保険証の被保険証、各種年金手帳、各種福祉手帳、外国人登録証明書等本人の確認できる書類
　　　　　　　　の一つ以上 
②代理人の場合・・・本人による代理人に対する委任状及び本人と代理人の双方の上記①ご本人の場合の書類の一つ以上

第15条（会員情報の取り扱いに関する不同意）
当社は、会員が入会に必要な事項の記載を希望しない場合、又は会員情報の取扱いについて承諾できない場合には、入会をお断りすることや退会の手続きを
とることがあります。なお、第13条第1項の②号～④号に定める当社等の営業案内に対するお申出があっても、入会をお断りすることや退会手続きをとることはあ
りません。
第16条（業務委託先への預託に関する同意事項）
会員は、当社が第12条に記載の会員情報の登録・管理及び第13条に記載の利用目的の達成に必要な範囲で、当該業務を当社及び加盟店が指定した委託先
に業務を委託することに予め同意します。
第17条（夢カードの中止）
当社は、都合により夢カードを中止することがあります。当社が、夢カードを中止する場合は、事前に通知もしくは告知することにより行うものとし、会員はその決定
に従うものとします。
第18条（本規約の変更等）
本規約の変更等を行う場合は、当社が会員に対して変更事項を通知もしくは告知することで行います。なお、本規約の変更等があった場合は、会員は改訂後の
規約に従うものとします。

「いちいメンバーズカード会員特約」
 第1条（いちいメンバーズカードでのポイント付与）
SMBCファイナンスサービス株式会社が発行する「いちいメンバーズカード」の会員（以下、「いちいメンバーズカード会員」といいます）は、「いちい夢カード会員
規約」（以下「規約」といいます）の第1条及び第2条の規定に関わらず、いちい夢カードの貸与を受けることなく、規約に基づく会員資格を得るものとします。
第2条（会員資格の取り消し）
いちいメンバーズカード会員が、規約第10条に該当し、会員資格を喪失した場合でも、いちいメンバーズカードの返却をする必要はありません。いちいメンバーズ
カードの会員資格を取り消された場合は、夢カードとしての機能のみとなります。
第3条（退会）
いちいメンバーズカード会員が、規約のサービスを中止しようとする場合は、規約第11条の規定に関わらず、SMBCファイナンスサービス株式会社に届け出なけ

第4条（同意）
いちいメンバーズカード会員は、「カード会員規約」に基づく届出事項の変更があった場合、その変更された会員登録事項を会員管理業務のために、株式会社い
ちいに通知することに同意します。
第5条（規約の適用）
いちいメンバーズカード会員は、ポイントサービスに関する事項で、本特約に定めのない事項については、規約の適用があることを承認します。
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※記載のサービス内容は2022年2月現在のものです。予告なく変更になる場合がございます。

※電話番号はお間違えのないように、ご確認のうえおかけください。承り時間 9：30～17：00（1月1日休）

カード

（動産総合保険）

条件あり

（最高）

条件あり

0120-240-057

c保 険デスク
（三井住 友 海 上 ）
海 外 旅 行 傷 害 保 険
国 内 旅 行 傷 害 保 険
シ ョ ッ ピ ン グ 保 険

●被保険者　対象カードの本人会員および家族会員
上記内容は、カード付帯保険の概要であり、実際の保険金お支払いの可
否等は普通保険約款および特約等に基づきます。保険の詳細については
「保険サービスのご案内」をご請求のうえご確認ください。

ればなりません。

万一、海外で病気やケガになっても
安心。旅行費用等をクレジットカード
でお支払いいただくことにより、海外
旅行傷害保険が付帯されます。 20
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